
 Ｓ６３年度～Ｈ５年度
 園路整備・貝層表示・植栽整備
 復原集落整備・貝層断面観覧施設整備　など

 Ｈ６年　３月  『史跡加曽利貝塚環境整備事業報告書』刊行

 Ｓ６３年　３月  『南貝塚環境整備実施設計』

　これまでの史跡整備計画について

 Ｓ６０年　６月  千葉市史跡整備基本設計指導委員会設置

 Ｓ６１年　３月  『史跡加曽利南貝塚整備基本設計』

　国指定史跡
     加曽利貝塚 S46（S52追加指
定）
　　月ノ木貝塚   S52指定
　　荒屋敷貝塚  S53指定
　　犢橋貝塚     S56指定
　　花輪貝塚     H18指定

・S33　市文化財保護条例制定

・S41　最初の専門職員採用
　　　 →加曽利貝塚博物館が
　　　　 文化財業務を担当

・S47　教委委員会社会教育課
　　　 に文化係を設置

・S54　文化課を設置

・S30年代後半～
　　 大規模開発の増加
　　 （区画整理・団地造成
　　　 道路・鉄道・公園など）

・S40年代後半～
　　 発掘調査業務の増加
　
・S50　遺跡分布地図整備
　　　 →事前協議に活用

最初の整備事例として加曽利南貝塚の整備に着手

時　　　期 内　　　容

 千葉市史跡整備基本計画策定委員会の設置

 『千葉市史跡整備基本計画』策定

 Ｓ５７年　３月

 Ｓ５７年　６月

 Ｓ６０年　３月

加　曽　利　南　貝　塚　の　史　跡　整　備

市　内　の　史　跡　全　体　の　保　存　整　備　計　画

文化財保護体制の確立 市内での開発急増 史跡の指定

 『千葉市史跡整備基本構想』策定

　　　　遺跡の保護方針を
　　　　明確に示す

　　　各遺跡の現状をあらかじめ
　　　把握し遺跡ごとに保存手法

　　　を検討しておく必要性

　　　　個別的な整備でなく、各
　　　　時代、各種の遺跡を総合

　　　　的に整備する必要性

内　　　容

 千葉市史跡整備基本構想策定委員会の設置

時　　　期

 Ｓ５４年　９月

各時代の整備対象の選定と基本的な整備計画 

史跡の状況に応じた整備パターンの提示 

参考資料１ 
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